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年次報告書提出

（５年間） 

6 月 15 日期限 

「認定申請」 

最初の贈与

の翌年の１

月１５日まで

に申請 

特例承継計

画の策定 

確認申請。 

株

式

の

贈

与

実

行 

継続届出

書提出 

（５年間） 

8 月 15 日

期限 

贈

与

税

申

告 

3/15 

３０年４月改正（事業承継税制）を利用した 

特例贈与税の納税猶予手続タイムライン 

2023 年 3 月 31 日

まで提出可能 

最初の贈

与は、

2027 年

12 月 31
日までに

行う必要

がある 

県中小企業課 

税務署 

県中小企業課 

税務署 

５

年

経

過

実

績

報

告 

県中小企業課 

６年目以

降 

３年に１回

の継続届

出書の 

税務署 

タイムラインのとおり、納税の猶予の効果が大きいことに

比例して、長期間にわたり、継続して「処理の確認」や「猶

予打切り該当事由」等の確認をしていく必要があります。  

専門の税理士や顧問税理士との連携が大事です。 


